
１５ Kami

一　　　般

　地域には、災害時にさまざまな支援を必要とする方がい
ます。例えば、耳の不自由な人は、警報や避難放送が分か
りません。体の不自由な人は、素早く逃げることができま
せん。知的障害のある人は、状況を理解して判断すること
が苦手な場合があります。このように、それぞれ必要な支
援が異なる中で、自分たちの地域に、どのような支援を必
要としている人がいるのか知ることは、一人でも多くの命
が助かるためにとても重要なことなのです。
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【情報公開制度】

行政機関が作成した文

書の開示を求めること

ができる制度です。

【個人情報保護制度】

他課の情報を利用する

目的外利用や、警察署

や税務署等の官公庁等

に個人情報を提供する

外部への情報提供は、

個人情報保護条例に基

づくものでなければな

りません。また、市に

対して、本人の個人情

報の開示を請求するこ

とや（開示請求）、開

示を受けた個人情報の

訂正や利用中止を請求

することなどもできま

す（訂正請求・利用中

止請求）。

　市役所の情報公開制度の運用状況と個人情報保

護制度の運用状況をお知らせします。

【問い合わせ先】総務課　☎５３－３１１２

　７０歳～７４歳の方は、８月から、高額療養制度の自

己負担限度額が増額になります（後期高齢者医療制度で

医療を受ける方を除く）。

※住民税非課税世帯の方と６９歳以下の方は現行どおりで変更なし。

　災害対策基本法が改正され、市町村に災害時避難行動要
支援者名簿を備えることが義務付けられました。
　香美市でも地域防災計画に基づき、行政の情報（住民基
本台帳、障害、介護情報等）により名簿を作成しました。

災害時避難行動要支援者に該当する方へ

　平常時から災害に備えて、地域の避難支援等関係者に名
簿を提供してもいいか、意思確認をする手紙をお送りして
います。また、すでに回答をいただいた方には、自宅に居
住しているか、居所確認の手紙をお送りしています。

名簿の提供先（避難支援等関係者）

自主防災組織・民生委員児童委員協議会・社会福祉協議会
消防本部・消防団・南国警察署

災害に備えて、名簿情報を活用して取り組もう

①地域でお互いのことを知り、日頃からの支え合いの仕組
　みをつくりましょう。
②地域で避難のことを考え、名簿を基に一人ひとりがどの
　ように避難し、助け合っていくのかを定める個別計画を
　つくりましょう。
③計画した避難方法を試してみて、訓練などを通じ、地域
　での支え合いを進めましょう。

現役並み所得者 ※

外来（個人単位Ａ） 外来＋入院（世帯単位Ｂ）

４４，４００円

↓

５７，６００円

１２，０００円

↓

１４，０００円

(年上限144,000円)

４４，４００円

↓

５７，６００円

《４４，４００円》

８０，１００円+

(総医療費－２６７，０００円）×１％

《４４，４００円》

変更なし

《　》内は過去１２カ月に３回以上高額療養費の支給があっ

たときの４回目以降の限度額です。７０歳～７４歳の方の外

来にかかる個人単位Aによる支給は、回数に含みません。

※一定以上の所得（課税所得が年１４５万円以上）がある７０歳～７

４　歳の国保被保険者のいる世帯に属する方

情報公開制度と個人情報保護制度の

運用状況（平成２８年度）

情報公開制度の運用状況

公開請求件数
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個人情報保護制度の運用状況

個人情報業務登録数

目的外利用した件数

外部への情報提供
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国　保

だより
７０歳～７４歳の方は
高額療養制度の
自己負担限度額が
変わります

自己負担限度額

みんなで逃げる　みんなで助かる
災害時要配慮者の避難支援

災害時避難行動

要支援者名簿を作成しました

◆身体障害者手帳１・２級で特に支援を必要
　とする方（心臓・じん臓機能障害は除く）
◆療育手帳Ａ１・Ａ２で特に支援の必要な方
◆精神障害者保健福祉手帳１級で特に支援を
　必要とする方
◆要介護度３以上で特に支援を必要とする方
◆７５歳以上の独居で特に支援を必要とする方
　①身体障害者手帳１・２級のうち心臓、じ
　ん臓機能障害者　②精神障害者保健福祉手
　帳２級　③要介護度１・２　④難病患者　
　⑤外国人　⑥その他支援を要する方
◆その他市長が要支援者と判断した方

要配慮者のうち、災害時に一人では避難
することが困難で、避難のために特に支
援が必要な方です。

災害時要配慮者とは
（自宅に居住している方のみ）

災害時避難行動要支援者とは

■問い合わせ先
　福祉事務所　☎５３－３１１７


